
第三次・担い手３法の１２月施行の内容について

0

令和７年12月、第三次・担い手３法が全面施行されることから
建設工事の請負契約の価格交渉・契約締結について
新たなルールが適用されることになりました。

各団体構成員の皆様に制度の周知をお願いします。

詳細はホームページ等をご確認ください。

第三次・担い手３法ポータルサイト https://ninaite-sanpo.mlit.go.jp

労務費に関する基準ポータルサイト https://roumuhi.mlit.go.jp

新ルールの導入

発注者のみなさまへのお願い

https://ninaite-sanpo.mlit.go.jp/
https://roumuhi.mlit.go.jp/
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